
広島県公安委員会告示第73号

道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の４第１項の規定により，次の者を指定講習機関として指定したので，指定講習機関に関する規

則（平成２年国家公安委員会規則第１号）第３条の規定により，次のとおり公示する。

平成22年９月13日

広島県公安委員会

委員長 水 野 勝

特定講習の業務を行う事務所
特定講習の種別 指定を行った年月日名 称 住 所 代表者の氏名

名 称 所 在 地

有限会社高陽自動 広島市安佐北区上 田上 克彦 高陽自動車学校 広島市安佐北区上 初心運転者講習 平成22年８月25日

学校 深川町125番地 深川町125番地車


